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5 G サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 

 
    第１章〜第13章 （略） 
 

料⾦表 （略） 
 

別表１ （略） 
 

別表２ 付加機能等 
１ 付加機能 

(1) (略) 
(2) 5G 契約に係る区分のうち、コース B に係るもの 

種 類 

（略） 

位置情報受信機能（イマドコサーチ） 

 
(3) （略） 

 
２ （略） 
 （注） （略） 
 
別表３〜別表７ （略） 
 
 
 
    附 則（令和４年８⽉24⽇経企第1488号） 
 この改正規定は、令和４年9⽉1⽇から実施します。 
 
 
 
 
 

 
    第１章〜第13章 （略） 
 

料⾦表 （略） 
 

別表１ （略） 
 

別表２ 付加機能等 
１ 付加機能 

(1) (略) 
(2) 5G 契約に係る区分のうち、コース B に係るもの 

種 類 

（略） 

 
 
 
(3) （略） 
 

２ （略） 
 （注） （略） 

 
 
別表３〜別表７ （略） 
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I P 通 信 網 サ ー ビ ス 契 約 約 款 の ⼀ 部 改 正 
[ 改 正 ] [ 現 ⾏ ] 

 
第１章 総則 

 
 第１条〜第２条 （略） 
 
  （⽤語の定義） 
 第３条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

種 別 事 業 者 名 

１〜４ （略） (略) 

５ 特定ＣＡＴＶ事業者 株式会社ケーブルネット鈴⿅、株式会社シー・ティー・ワイ、近鉄ケーブルネットワー
ク株式会社、株式会社エヌ・シィ・ティ、株式会社ニューメディア、株式会社テレビ
⼩松、多摩ケーブルネットワーク株式会社、ＫＢＮ株式会社、株式会社秋⽥ケ
ーブルテレビ、伊賀上野ケーブルテレビ株式会社、上越ケーブルビジョン株式会
社、射⽔ケーブルネットワーク株式会社、株式会社アドバンスコープ、株式会社テ
レビ岸和⽥、株式会社ケーブルテレビ富⼭、株式会社ケーブルメディアワイワイ、株
式会社ベイ・コミュニケーションズ、株式会社キャッチネットワーク、株式会社
TOKAI ケーブルネットワーク、株式会社ＫＣＮ京都、株式会社上⽥ケーブルビ
ジョン⼜は⿅沼ケーブルテレビ株式会社、株式会社エコーシティー・駒ヶ岳、中部ケ
ーブルネットワーク株式会社、ひまわりネットワーク株式会社、シーシーエヌ株式会
社、株式会社⻑崎ケーブルメディア、出雲ケーブルビジョン株式会社、知多メディア
スネットワーク株式会社、株式会社 Goolight、株式会社新川インフォメーション
センター、株式会社ケーブルテレビ可児、スターキャット・ケーブルネットワーク株式
会社、グリーンシティケーブルテレビ株式会社、株式会社広域⾼速ネット⼆九六、
エルシーブイ株式会社⼜は知多半島ケーブルネットワーク株式会社 

６〜31 (略) (略) 

 
第２章 (略) 
 
第３章 ＩＰ通信網契約 
 

第１節 契約の種別 
 
（契約の種別） 
第７条 ＩＰ通信網契約には、次の種別があります。 
 (1)〜(3) (略) 
２ (略) 
３ 第１項に規定する第３種契約には、次表に定める特定ＣＡＴＶ事業者ごとに種別があります。 
 

 
 第１章 総則 

 
 第１条〜第２条 （略） 
 
  （⽤語の定義） 
 第３条 この約款においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

種 別 事 業 者 名 

１〜４ （略） (略) 

５ 特定ＣＡＴＶ事業者 株式会社ケーブルネット鈴⿅、株式会社シー・ティー・ワイ、近鉄ケーブルネットワー
ク株式会社、株式会社エヌ・シィ・ティ、株式会社ニューメディア、株式会社テレビ
⼩松、多摩ケーブルネットワーク株式会社、ＫＢＮ株式会社、株式会社秋⽥ケ
ーブルテレビ、伊賀上野ケーブルテレビ株式会社、上越ケーブルビジョン株式会
社、射⽔ケーブルネットワーク株式会社、株式会社アドバンスコープ、株式会社テ
レビ岸和⽥、株式会社ケーブルテレビ富⼭、株式会社ケーブルメディアワイワイ、株
式会社ベイ・コミュニケーションズ、株式会社キャッチネットワーク、株式会社
TOKAIケーブルネットワーク、株式会社ＫＣＮ京都、株式会社上⽥ケーブルビジ
ョン⼜は⿅沼ケーブルテレビ株式会社、株式会社エコーシティー・駒ヶ岳、中部ケー
ブルネットワーク株式会社、ひまわりネットワーク株式会社、シーシーエヌ株式会
社、株式会社⻑崎ケーブルメディア、出雲ケーブルビジョン株式会社、知多メディア
スネットワーク株式会社、株式会社 Goolight、株式会社新川インフォメーションセ
ンター、株式会社ケーブルテレビ可児、スターキャット・ケーブルネットワーク株式会
社⼜はグリーンシティケーブルテレビ株式会社 
 

６〜31 (略) (略) 

 
第２章 (略) 
 
第３章 ＩＰ通信網契約 
 

第１節 契約の種別 
 

（契約の種別） 
第７条 ＩＰ通信網契約には、次の種別があります。 
 (1)〜(3) (略) 
２ (略) 
３ 第１項に規定する第３種契約には、次表に定める特定ＣＡＴＶ事業者ごとに種別があります。 
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種 別 事 業 者 名 

(略) (略) 

第３－35 種契約 株式会社広域⾼速ネット⼆九六 

第３－36 種契約 エルシーブイ株式会社 

第３－37 種契約 知多半島ケーブルネットワーク株式会社 

 
第２節〜第３節 (略)  

 
第４章〜第 15 章 （略） 

 
料⾦表 
 
通則 
１〜25 （略） 
 
第１表 料⾦ 
  第１ 基本使⽤料 
   １ （略） 
 
   ２ 料⾦額 
    ２－１ 第１種契約に係るもの 
     ２－１－１ （略） 
 
     ２－１－２ 通信速度種別に係る品⽬が10Ｇタイプのもの 

１契約ごとに     

区     分 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

⼀般契約に
係るもの 

プロバイダ
ありプラン 

タイプＡ ドコモ光⼾建タイプＡ/東 7,300円 (8,030円) 

 ドコモ光マンションタイプＡ/東 7,300円 (8,030円) 

タイプＢ ドコモ光⼾建タイプＢ/東 7,500円 (8,250円) 

 ドコモ光マンションタイプＢ/東 7,500円 (8,250円) 

プロバイダなしプラン ドコモ光⼾建単独タイプ/東 6,900円 (7,590円) 

ドコモ光マンション単独タイプ/東 6,900円 (7,590円) 

種 別 事 業 者 名 

(略) (略) 

 
 
 
 
 
 

 
 

第２節〜第３節 (略)  
 
第４章〜第 15 章 （略） 

 
料⾦表 
 
通則 
１〜25 （略） 
 
第１表 料⾦ 
  第１ 基本使⽤料 
   １ （略） 
 
   ２ 料⾦額 
    ２－１ 第１種契約に係るもの 
     ２－１－１ （略） 
 
     ２－１－２ 通信速度種別に係る品⽬が10Ｇタイプのもの 

１契約ごとに       

区     分 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額（かっこ内は税込
額） 

⼀般契約に
係るもの 

プロバイダ
ありプラン 

タイプＡ ドコモ光⼾建タイプＡ/東 7,800円 (8,580円) 

   

タイプＢ ドコモ光⼾建タイプＢ/東 8,000円 (8,800円) 

   

プロバイダなしプラン 
ドコモ光⼾建単独タイプ/東 7,400円 (8,140円) 
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    ２－２ 第２種契約に係るもの 
     ２－２－１ （略） 
 
     ２－２－２ 通信速度種別に係る品⽬が10Ｇタイプのもの 

１契約ごとに       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    ２－３ （略） 
 
  第１の２〜第２の２ （略）  

定期契約に
係るもの 

プロバイダ
ありプラン 

タイプＡ ドコモ光⼾建タイプＡ２/東 5,800円 (6,380円) 

 ドコモ光マンションタイプＡ２/東 5,800円 (6,380円) 

タイプＢ ドコモ光⼾建タイプＢ２/東 6,000円 (6,600円) 

 ドコモ光マンションタイプＢ２/東 6,000円 (6,600円) 

プロバイダなしプラン ドコモ光⼾建単独タイプ２/東 5,400円 (5,940円) 

ドコモ光マンション単独タイプ２/東 5,400円 (5,940円) 

    区     分 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額（かっこ内は税込
額） 

⼀般契約に
係るもの 

プロバイダ
ありプラン 

タイプＡ ドコモ光⼾建タイプＡ/⻄ 7,300円 (8,030円) 

 ドコモ光マンションタイプＡ/⻄ 7,300円 (8,030円) 

タイプＢ ドコモ光⼾建タイプＢ/⻄ 7,500円 (8,250円) 

 ドコモ光マンションタイプＢ/⻄ 7,500円 (8,250円) 

プロバイダなしプラン ドコモ光⼾建単独タイプ/⻄ 6,900円 (7,590円) 

ドコモ光マンション単独タイプ/⻄ 6,900円 (7,590円) 

定期契約に
係るもの 

プロバイダ
ありプラン 

タイプＡ ドコモ光⼾建タイプＡ２/⻄ 5,800円 (6,380円) 

 ドコモ光マンションタイプＡ２/⻄ 5,800円 (6,380円) 

タイプＢ ドコモ光⼾建タイプＢ２/⻄ 6,000円 (6,600円) 

 ドコモ光マンションタイプＢ２/⻄ 6,000円 (6,600円) 

プロバイダなしプラン ドコモ光⼾建単独タイプ２/⻄ 5,400円 (5,940円) 

ドコモ光マンション単独タイプ２/⻄ 5,400円 (5,940円) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
    ２－２ 第２種契約に係るもの 
     ２－２－１ （略） 
 
     ２－２－２ 通信速度種別に係る品⽬が10Ｇタイプのもの 

１契約ごとに       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
２－３ （略） 

 
  第１の２〜第２の２ （略）  

定期契約に
係るもの 

プロバイダ
ありプラン 

タイプＡ ドコモ光⼾建タイプＡ２/東 6,300円 (6,930円) 

   

タイプＢ ドコモ光⼾建タイプＢ２/東 6,500円 (7,150円) 

   

プロバイダなしプラン ドコモ光⼾建単独タイプ２/東 5,900円 (6,490円) 

区     分 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額（かっこ内は税込
額） 

⼀般契約に
係るもの 

プロバイダ
ありプラン 

タイプＡ ドコモ光⼾建タイプＡ/⻄ 7,800円 (8,580円) 

   

タイプＢ ドコモ光⼾建タイプＢ/⻄ 8,000円 (8,800円) 

   

プロバイダなしプラン 
ドコモ光⼾建単独タイプ/⻄ 7,400円 (8,140円) 

  

定期契約に
係るもの 

プロバイダ
ありプラン 

タイプＡ ドコモ光⼾建タイプＡ２/⻄ 6,300円 (6,930円) 

   

タイプＢ ドコモ光⼾建タイプＢ２/⻄ 6,500円 (7,150円) 

   

プロバイダなしプラン ドコモ光⼾建単独タイプ２/⻄ 5,900円 (6,490円) 
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  第３ 定期契約に係る解約⾦ 
   １ （略） 

 
   ２ 料⾦額 

１契約ごとに       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 第４〜第５ （略）  
 
 
第２表〜第３表 （略） 
 
別表１〜別表３ （略） 
 
 

附 則（令和４年 8 ⽉ 22 ⽇経企第 1444 号） 
  この改正規定は令和４年 9 ⽉１⽇から実施します。 
    附 則（令和４年８⽉29⽇経企第1517号） 
 （実施期⽇） 
１ この改正規定は令和４年９⽉１⽇から実施します。 
 （経過措置） 
２ この改正規定実施前に⽀払い⼜は⽀払わなければならなかったＩＰ通信網サービスの料⾦その他の債務については、なお従前

のとおりとします。 
 （その他） 
３ 経企第406号（令和元年５⽉21⽇）の附則第３項第１号のイを次のように改めます。 
 イ  通信速度種別に係る品⽬が10Ｇタイプのもの 

１契約ごとに     

区          分 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

定期契約に係る
解約⾦ 

マンションタイプ
に係るもの 

ア イ以外のもの 3,800円 (4,180円) 

イ 通信速度種別に係る品⽬が
10Ｇタイプのもの 5,000円 (5,500円) 

(略) (略) (略) 

区         分 
料  ⾦  額（⽉額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

プロバイダなし
プラン 

第１種契約に係るもの ドコモ光⼾建単独タイプ２/東 4,700円 (5,170円) 

ドコモ光マンション単独タイプ２/東 4,700円 (5,170円) 

ドコモ光⼾建単独タイプ/東 4,700円 (5,170円) 

第２種契約に係るもの ドコモ光⼾建単独タイプ２/⻄ 4,700円 (5,170円) 

   
第３ 定期契約に係る解約⾦ 

   １ （略） 
 
   ２ 料⾦額 

１契約ごとに       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 第４〜第５ （略）  
 
 
第２表〜第３表 （略） 
 
別表１〜別表３ （略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区          分 
料⾦額（⽉額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

定期契約に係る
解約⾦ 

マンションタイプに係るもの 3,800円 (4,180円) 

  

(略) (略) (略) 
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３ 経企第769号（令和４年６⽉24⽇）の附則を次のように改めます。 
 (1) 第１号を次のように改めます。 
   ア アの(イ)を次のように改めます。 
    (イ) 通信速度種別に係る品⽬が10Ｇタイプのもの 

１契約ごとに  

   イ イの(イ)を次のように改めます。 
    (イ) 通信速度種別に係る品⽬が10Ｇタイプのもの 

１契約ごとに  

 (2) 第３号の表を次のように改めます。 
１契約ごとに  

 (3) 第５号中「料⾦表第２表（⼯事費）の１（適⽤）の(8)のオは適⽤しません。」を「料⾦表第２表（⼯事費）の１（適
⽤）の(8)のオについては、通信速度種別に係る品⽬が10ＧタイプのＩＰ通信網契約に限り適⽤します。」に改めます。 

 

ドコモ光マンション単独タイプ２/⻄ 4,700円 (5,170円) 

ドコモ光⼾建単独タイプ/⻄ 4,700円 (5,170円) 

区        分 
料  ⾦  額（⽉額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

プロバイダありプラン タイプＡ ドコモ光⼾建タイプＡ/東 5,800円 (6,380円) 

タイプＢ ドコモ光⼾建タイプＢ/東 6,000円 (6,600円) 

プロバイダなしプラン ドコモ光⼾建単独タイプ/東 5,400円 (5,940円) 

区        分 
料  ⾦  額（⽉額） 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

プロバイダありプラン タイプＡ ドコモ光⼾建タイプＡ/⻄ 5,800円 (6,380円) 

タイプＢ ドコモ光⼾建タイプＢ/⻄ 6,000円 (6,600円) 

プロバイダなしプラン ドコモ光⼾建単独タイプ/⻄ 5,400円 (5,940円) 

基本利⽤料の料⾦種別 
料  ⾦  額 

次の税抜額（かっこ内は税込額） 

ドコモ光マンションタイプＡ/東、ドコモ光マンションタイプＢ/東、ドコモ光マンション
単独タイプ/東、ドコモ光マンションタイプＡ/⻄、ドコモ光マンションタイプＢ/⻄、
ドコモ光マンション単独タイプ/⻄⼜はドコモ光マンションタイプＣ 

8,000円 ( 8,800円) 

上記以外のもの 
ア イ以外のもの 13,000円 (14,300円) 

イ 通信速度種別に係る品⽬が10Ｇタイプの
もの 5,000円 (5,500円) 

 


